
 

                   

【従来型】次の①～⑤の対象分野に対して助成します。 
 ① 高齢者を対象とする活動 
   例）高齢者の生活支援と社会参加を促進する活動 
                                ※ 介護保険事業は対象外。 
 ② 障がい児・者を対象とする活動 
   例）地域で自立した生活を営むための、工賃アップを図る活動やスポーツ・芸術などの活動 
 ③ 児童・青少年を対象とする活動 
   例）貧困家庭の児童への教育支援等、子どもたちを支援し守る活動 

 ④ その他課題を抱える人を対象とする活動 
   例）更生保護事業や難病を抱える人を支援する活動 
 ⑤ 住民全般を対象とする活動 

＝基準額＝ 

● 備品整備及びその他の事業 … 上限 50万円、下限 10万円 

（事業総額の 1割以上は自己負担） 
 

 

【テーマ型】「地域での孤立をなくすための活動」をテーマに次の①～⑤

の対象分野に対して助成します。 
 ① 高齢者の生活支援と社会参加 

 ② 障がい者の生活支援と社会参加 

 ③ 子どもを守る活動と子育て支援 

 ④ 生活困窮者への支援 

 ⑤ その他地域課題を解決する活動 

 ＝基準額＝ 

 ● 募金総額から１割（事務経費）を差し引いた金額 

※ 詳細は令和６年度共同募金県域助成要望募集要項をご確認ください。 

 


